
法人の森事業実施要領 

（趣 旨） 
第１条 この要領は、千葉県農林水産部森林課が所掌する千葉県特別会計営林事業に係

る県有林、公益保全林及び海岸県有保安林（以下「県有林」という。）において、企

業、NPO 法人、地域住民団体、学校等（以下「法人」という。）が、社会貢献活動

として実施する森林の保全・整備、森林環境教育等（以下「法人の森事業」という。）

について、必要な事項を定めるものとする。 

（対象法人） 
第２条 この要領の対象とする法人は、県有林において社会貢献活動として法人の森 

事業の趣旨に賛同し、法人の森事業協定（以下「協定」という。）を締結する法人と

する。 
２ 前項の規定にかかわらず、法人が次の各号のいずれかに該当する場合には事業の

対象から除く。 
（１）法人が宗教活動や政治活動を主たる目的とするとき。 
（２）事業を行う者（法人その他の団体にあっては、その役員等（業務を執行する社

員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に

当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限

を有する者をいう。以下同じ。））が次の各号のいずれかに該当する者であるとき。 
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 
イ 次のいずれかに該当する行為（(イ)又は(ウ)に該当する行為であって、法令上の

義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継

続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。） 
(ア) 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、

情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 
(イ) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りな

がら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上

の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 
(ウ) 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相

手方（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知



りながら、当該契約を締結する行為 
ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（対象森林） 
第３条 この事業の対象とするのは、県有林のうち県が適当と認めた森林とする。 

（活動の種類と内容） 
第４条 法人の森事業の種類と内容は、次のとおりとする。 

①植栽、下刈り、つる切り、枝打ち、除伐、間伐等の森林整備 
②修景植栽、ゴミ清掃等の景観・環境整備 
③体験学習、自然観察会等の開催による森林環境教育 
④①～③の活動にともなう付帯施設整備 

     ただし、②、③、④の活動は①の森林整備と併せて行うことを基本とする。 
２ 法人は、対象となる県有林内において、本要領及び協定で定めた事業以外の営利

活動等は行わないものとする。 

（事前協議） 
第５条 法人の森事業を実施しようとする法人は、あらかじめ県に法人の森事業に係る

協議書（様式１）を提出しなければならない。 
    ただし、既協定を更新する場合は、協議書（様式１－２）を提出するものとする。 

２ この協議書には、次に掲げる事項を記載した実施計画書、誓約書（様式１－３）

及び役員等名簿（様式１－４）を添付するものとする。 
（１）活動計画する県有林の場所 
（２）活動計画の期間及び時期 
（３）活動計画の内容 
（４）活動計画の面積 
（５）活動計画の実施方法 
（６）活動計画予算 
（７）その他必要な事項 

３ 県は、協議の結果、以下の要件に照らして適当と認められる場合は、その旨を  

法人に回答（様式２）するものとする。 
（１）本要領第２条に規定する法人であることが明らかであること。 
（２）協議の内容が、県有林の経営・管理計画等に照らして支障がないこと。 
（３）活動の内容が、県民の森林に対する理解を深めるものであると認められる 



こと。 
４ 県は、法人の情報について暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関

係を有する者を排除するために、環境生活部くらし安全推進課を経由し、千葉県警

察本部長へ照会を行うものとする。 

（協定の締結） 
第６条 法人は、第５条の協議終了後、県と法人の森事業協定書（様式３）を締結するも

のとする。 
２ 協定期間は１年単位で３年以上５年以下とする。 
３ 協定内容に変更が生じた場合は、県と法人は必要な協議を行い、変更協定を締結

するものとする。 

（事業の実施） 
第７条 法人は、法人の森事業実施計画書（様式４）に基づき活動を実施するものとする。 

２ 法人は、法人の森事業で森林整備等を行った立木、発生材、施設等について、一

切の権利を主張しないものとする。 
  なお、法人が県有林内の森林整備により生じた発生材について本事業でその活用

を希望する場合は、法人は県に対し買受け・譲渡を申し込むものとする。 
３ 法人は、法人の森事業に伴って設置した施設について、協定期間の満了する日 

までに撤去するものとする。 
ただし、県が県有林事業の実施に当たり必要と認めた施設については、この  

限りでない。この場合、この施設について、一切の権利を主張しないものとする。 
４ 県は、事業の実施に際し、必要な連絡調整及び技術指導を行うものとする。 

（活動の名称） 
第８条 本事業により法人が活動を行う県有林には、法人の名称等を冠することができる

ものとする。 
   ２ 法人の名称を記載した看板を県有林に設置したい場合は、県と協議するものとす

る。 

（寄付行為） 
第９条 法人の森事業で、植栽等の森林整備を行った立木等については、千葉県公有財産 

管理規則に基づき県に寄付するものとする。 
２ 法人は、寄付を行うにあたり、条件等を付さないものとする。 



（費用負担） 
第 10 条 法人の森事業に係る経費は、全て法人が負担するものとする。 

（安全管理等） 
第 11 条 法人は、活動中の安全管理に十分配慮し、参加者や第三者の安全の確保に努め

なければならない。 
２ 法人は、活動中の責任の所在を明らかにするため、法人の名称、活動の目的等を

記載した説明板を県有林内に設置するものとする。 
  ただし、第８条第２項中の看板を設置する場合は、この限りでない。 
３ 法人は、活動中に事故等が発生したときは、速やかに関係機関に連絡するととも

に適切な措置をとり、県に報告しなければならない。 
４ 活動中に発生した事故等により県又は第三者に与えた損害については、全て法人

の責任とする。 
５ 県は、前項の事故の発生報告を受けたときは、必要に応じて事故の発生状況に 

ついて調査を行うものとし、法人はこの調査に協力しなければならない。 

（報 告） 
第 12 条 法人は、毎年度、法人の森事業実施計画書に記載した活動の実施状況につき、

法人の森事業実施報告書（様式５）により報告するものとする。 

（活動の完了） 
第 13 条 法人は、協定に基づく活動を完了したときは、法人の森事業完了報告書（様式

６）を提出しなければならない。 
２ 県は、前項による完了報告書の提出があったときは、速やかに現地の確認を行い、

必要に応じて補正等の指示を行うものとする。 
この場合、法人は指示に従わなければならない。 

（協定の解除） 
第 14 条 県は、次のいずれかに該当する場合は、法人との間で締結した協定を解除する

ことができる。 
（１）第２条に規定する対象法人の要件を満たさなくなったとき。 
（２）第５条に規定する協議書又は協議書の添付書類に虚偽があることが判明したとき。 

（里山活動協定の認定） 
第 15 条 法人は、協定を締結した県有林について、千葉県里山の保全、整備及び活用の



促進に関する条例（平成 15 年 3 月 7 日条例第 5 号）に基づく里山活動協定の認

定申請を行うことができるものとする。 

附則 
この実施要領は、平成１４年８月２６日から施行する。 
（一部改正）平成２１年１月１３日 

附則 
（施行期日） 
 この要領は、平成２１年１２月４日から施行する。 

附則 
（施行期日） 
 この要領は、平成２５年１２月１９日から施行する。 

附則 
（施行期日） 
この要領は、平成２７年２月５日から施行する。 
附則 

（施行期日） 
  この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

この要領の施行日前に改正前の要領の規定により協議書の提出があったものについ

ては、改正後の要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 
  



様式１ 
法人の森事業協議書 

 
  年  月  日 

 
千葉県知事       様 
 

住   所： 
団体の名称： 
代表者氏名： 

下記のとおり県有林において法人の森事業を実施したいので、法人の森事業実施要領第

５条の規定により協議します。 
記 

１ 法人の森の名称 
     
２ 法人の森事業の場所 
    所在地または○○県有林○○林班○○小班 
３ 法人の森事業の期間 

  年  月  日から    年  月  日まで 
４ 法人の森事業の目的 
 
５ 法人の森事業の内容 

法人の森事業実施計画書のとおり 
６ 添付資料 
    法人登記事項証明書（登記されている法人のみ） 

法人の会則、規約又は定款 
団体概要 
誓約書（様式１－３） 
役員等名簿（様式１－４） 
法人の活動状況、計画



様式１－２ 
法人の森事業協議書（更新） 

 
  年  月  日 

 
千葉県知事       様 
 

住   所： 
団体の名称： 
代表者氏名： 

下記のとおり県有林において法人の森事業を実施したいので、法人の森事業実施要領

第５条の規定により協議します。 
記 

１ 法人の森の名称 
     
２ 法人の森事業の場所 
    所在地または○○県有林○○林班○○小班 
３ 法人の森事業の期間 

  年  月  日から    年  月  日まで 
４ 法人の森事業の目的 
 
５ 法人の森事業の内容 

法人の森事業実施計画書のとおり 
６ 添付資料 
    誓約書（様式１－３） 

役員等名簿（様式１－４） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式１－３ 

誓  約  書 

  

  年   月   日 
 千葉県知事       様 
 

住   所 
団体の名称 
代表者氏名           印 

  
 
法人の森事業を行う者（法人その他の団体にあっては、その役員等（業務を執行する

社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該

団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者

をいう。））が法人の森事業実施要領第２条第２項各号のいずれにも該当せず、将来にお

いても当該各号のいずれにも該当しないことを誓約します。 
 また、法人の森事業を実施するに当たり、上記内容に該当しないことを確認するため、

千葉県が千葉県警察本部に照会することについて承諾します。 
 なお、誓約した内容と事実が相違することが判明した場合には、法人の森事業協定を

締結しない又は協定を解除されることになっても異議はありません。 
また、これにより生じた損害については、当方が一切の責任を負うものとします。 

 

 



様式１－４

元号
MTSH

年 月 日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

役　　員　　等　　名　　簿

       役員等名簿には法人の森事業を行う者の役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準じる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の
　　 経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。）を記載すること。

番号 職　名

　

　　　　　住　　　　所

　　　　　団体の名称

　　　　　団体の代表者                                　㊞

現在における当法人（団体)の役員等名簿に相違ありません。

　年　　月　　日

住　　　　　所
生年月日

商号又は名称（半ｶﾅ） 商号又は名称（漢字） 氏名（半ｶﾅ） 氏名（漢字）
性別
(M･F)



 
様式２ 

森   第     号     
  年  月  日 

 
法人名           様 
 

千葉県農林水産部長 
 
 

法人の森事業に係る協議について（回答） 
 

  年  月  日付けで協議のあった下記の法人の森事業については、法人の森

事業実施要領第５条第３項の要件を満たしていると認められます。 
ついては、同要領第６条の規定により、法人の森事業協定を締結するため、別添協定書

に押印の上、御返送くださるようお願いします。 
 

記 
１ 法人の森の名称 
     
２ 法人の森事業の場所 
    所在地又は○○県有林○○林班○○小班 
３ 法人の森事業の期間 

  年  月  日から    年  月  日まで 
４ 法人の森事業の目的 
 
５ 法人の森事業の内容 

法人の森事業実施計画書記載のとおり 
６ その他必要な事項 
     



様式３ 
法人の森事業協定書 

 
森林所有者千葉県（以下「甲」という。）と法人の森事業実施団体○○○○代表者○○

○○（以下「乙」という。法人登記されている場合は法人名称のみ）は、「法人の森事業

実施要領」（平成１４年８月２６日みどり第２４５号。以下「要領」という。）に基づき、

乙が行う法人の森事業に関し、以下のとおり同意したので、協定を締結する。 
 
（信義誠実の義務） 
第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本協定を履行しなければならない。 
 
（協定の目的となる森林） 
第２条 本協定の目的となる森林（以下「当該森林」という。）は以下のとおりとする。 

県有林の所在 面積（ha） 森林の範囲 
   

 
（法人の森事業の内容） 
第３条 乙の法人の森事業における具体的な活動の内容は、法人の森事業実施計画書（様

式４）による。 
 
（協定の有効期間） 
第４条 本協定の有効期間は、  ○○年○○月○○日から  ○○年○○月○○日まで

とする。 
 
（行為の制限） 
第５条 乙は、当該森林において、第３条の法人の森事業実施計画書に定める活動内容以

外の、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 
ただし、第３号以下について、甲が認めた場合は、この限りでない。 

（１）使用又は収益を目的とする権利を設定すること。 
（２）県民の一般的利用を妨げる行為を行うこと。 
（３）土地の形質を変更すること。 
（４）工作物を設置すること。 
（５）物件を堆積すること。 
（６）火気を使用すること。 
（７）木竹を伐採、植物を採取、又は損傷、若しくは植栽すること。 
（８）車両を乗り入れること。 
２ 設置した工作物、堆積した物件は、本協定の期間が満了する日までに撤去しなけれ

ばならない。 
３ 乙は、法人の森事業で森林整備等を行った立木、発生材、施設等について、一切の

権利を主張しないものとする。 



  なお、乙が県有林内の森林整備により生じた発生材について本事業でその活用を希

望する場合は、乙は甲に対し買受け・譲渡を申し込むものとする。 
 
（協定に違反した場合の措置） 
第６条 乙が本協定に定める事項に違反した場合は、甲は乙に対し、相当の期間を定めて

本協定を適正に履行すべき旨を申し入れることができる。 
  ２ 前項の期間の経過後も、なお違反の状態が是正されない場合は、甲は本協定の適

正な履行のため必要な措置を講じることができるものとする。 
  ３ 前項に掲げる、甲が執る措置に要した費用は、乙が負担するものとする。 
 
（協定の解除等） 
第７条 次の号に掲げる事態が生じた場合は、本協定を解除又は変更することができるも

のとする。 
（１）甲が第６条第２項の措置を講じたとき。 
（２）公共又は公用のため必要が生じたとき。 
（３）乙の都合により、本協定の内容を変更する必要が生じたとき。 
（４）乙の都合により、本協定の履行が困難になったとき。 
 
（乙の責任） 
第８条 乙は本協定に基づく活動を自主的、計画的に行うものとする。 
  ２ 乙の活動に要する経費は、全て乙が負担するものとする。 
  ３ 乙は、看板を設置した場合は、協定終了時に、寄付行為の有無に係らず看板の撤 

去に協力するものとする。なお、甲が必要と認めた場合は、協定期間の途中であっ 
ても甲の指示に従い看板を撤去するものとする。 
 

（危険負担） 
第９条 法人の森事業の実施に伴い発生した事故等により甲又は第三者に与えた損害に

ついては、全て乙が責任を負うものとする。ただし、甲の責によるときはこの限りでな

い。 
２ 法人の森事業の実施中に事故等が発生したときは、速やかに関係機関に連絡する

とともに、適切な措置をとり、県に報告しなければならない。 
 
（活動内容の報告） 
第 10 条 乙は、毎年度末日までに法人の森事業実施報告書（様式５）を提出するものと

する。 
２ 甲は、前項の実施報告書の提出があった場合は、必要に応じ現地を確認するも

のとする。 
３ 第１項に定めるほか、乙は甲が活動に関して報告を求めた場合には、これに応

じるものとする。 
 



（活動の完了報告） 
第 11 条 乙は、本協定に基づく法人の森事業が完了したときは、速やかに法人の森事業

完了報告書（様式６）を提出するものとする。 
２ 甲は、前項による完了報告書の提出があったときは、速やかに現地の確認を行い、

必要に応じて補正等の指示を行うものとする。この場合、乙は指示に従わなければ

ならない。 
 
（協議） 
第 12 条 本協定各条に定めのない事項が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとす

る。 
 

  年  月  日 
 

甲 住所  
氏名  

 
乙 住所 

名称 
代表者氏名



様式４ 

法人の森事業実施計画書 
１ 活動の種類 

２ 法人の森の名称   

３ 活動の内容 

区 域

番号 
森林の所在 

森林の現況等 面積（ha） 
年度別活動計画 

市町村 県有林名 
（大字） 

林班 
（字） 

小班 
(地番) 

年度 年度 年度 年度 年度 

①      ha   
 
 

                     

②      ha   
 

   

③      ha   
 

   

④      ha   
 

   

計 ha   
 

   

【記入上の注意事項】 
※森林の所在欄は、地番または県有林名のどちらかを記入すること。 
※年度別活動計画欄には、実施時期も記入すること。 
※面積は、小数点以下第５位を四捨五入し、第４位まで記入すること。 

４ その他参考事項 



様式５ 

法人の森事業実施報告書 
   年  月  日 

 
千葉県知事       様 
 

住    所： 
                                       団体の名称 ： 
                                       団体の代表者： 
１ 活動の種類 
２ 法人の森の名称 
３ 活動の内容 

【記入上の注意事項】 
※森林の所在欄は、地番または県有林名のどちらかを記入すること。 
※年度別活動内容欄には、実施時期も記入すること。 
※面積は、小数点以下第５位を四捨五入し、第４位まで記入すること。 

 
４ その他参考事項 

区域

番号 
森林の所在 

面積

（ha） 
活動内容 市町村 県有林名 

（大字） 
林班 

（字） 
小班 

（地番） 
①       

②       

③       

計   



様式６ 

法人の森事業完了報告書 
  年  月  日 

千葉県知事       様 
 

住    所： 
                                       団体の名称 ： 
                                       団体の代表者： 
 
     年  月  日付けで協定を締結した法人の森事業協定については、下記のとおり活動を完了したので報告します。 

記 
１ 活動の種類 
２ 活動の内容 

【記入上の注意事項】 
※森林の所在欄は地番又は県有林名のどちらかを記入すること。 ※年度別活動実績欄には、実施時期も記入すること。 
※面積は、小数点以下第５位を四捨五入し、第４位まで記入すること。 

３ その他参考事項 

区域

番号 
森林の所在 森 林 の

現況等 面積

（ha） 

年度別活動実績 
市町村 県有林名 

（大字） 
林班 
（字） 

小班 
（地

番） 

年度 年度 年度 年度 年度 

①            

②            

③            

計       



法人の森事業の看板及び説明板の設置基準 

 
法人の森事業実施要領第８条第２項中の「法人の名称を記載した看板」と第 11 条第２項

中の「説明板」の設置基準については、以下のとおり定める。 
 

◎法人の名称を記載した看板 
１ 看板の大きさは、幅１．８ｍ×高さ３．５ｍを限度とする。 
 
２ 看板の材質は木材とし、地域材の利用による循環型社会の形成を進める観点から 千

葉県産木材を活用することを推奨する。 
 
３ 看板の色彩及び形態は、その周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 
 
４ 看板の記載内容の範囲は、次のとおりとする。 
  ・法人の森の名称 
  ・活動の目的 

・法人、団体の名称 
  ・協定締結日   ○年○月○日 
  ・事業内容、面積 

・参画企業・団体の名称、事業名 
・植栽樹種 

  ・連絡先  ○部林業事務所 
 
◎説明板 
 １ 説明板の大きさは、幅１．１ｍ×高さ１．４ｍを限度とする。 
 
 ２ 説明板の材質は原則木材する。 
 
 ３ 説明板の色彩及び形態は、その周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 
 
 ４ 説明板の記載内容は、次のとおりとする。 
  「法人の森事業を行っています」 

・法人の森の名称 
  ・活動の目的 

・法人、団体の名称 
  ・作業期間   ○年○月○日から  ○年○月○日まで 

・連絡先  ○部林業事務所 
 



説明板記載例 
 

 

  ○年○月○日から 
  ○年○月○日まで 
 
法 人 の 森 事 業 を 
行 っ て い ま す 

 
○○○の森 

活動の目的：○○○○○○○○○のた

 
事業者 ○○○株式会社 

 
連絡先 ○部林業事務所 

110cm 

  

140cm 


